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□健康増進計画における現状と目標

現状（Ｈ17）　50.0％　→　目標（Ｈ24）　70％以上

※事業所等の健康診断等の受診状況に関するデータが現時点では未整備のため、市町村が実施している基本健

康診査の受診状況を指標とすると、平成17年度で50.0％。（ただし、40 ～ 74歳の基本健康診査対象者数を把

握することができないため、75歳以上を含む。）

４　特定健康診査の概要

目　 的
内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための保健指導を必要とする者を抽出す

るための健診を実施する。

実 施 者 医療保険者（市町村・社会保険事務局・健康保険組合・共済組合等）

対 象 者 40 ～ 74歳の被保険者・被扶養者

内　 容

《必須項目》

○質問票（服薬歴・喫煙歴　等）

○身体計測（身長・体重・ＢＭＩ・腹囲）

○理学的検査（身体診察）

○血圧測定

○血液検査

・脂質検査（中性脂肪・ＨＤＬコレステロール・ＬＤＬコレステロール）

・血糖検査（空腹時血糖・ヘモグロビンＡ１ｃ）

・肝機能検査（ＧＯＴ・ＧＰＴ・γ－ＧＴＰ）

○検尿（尿糖・尿蛋白）

《一定の基準のもと、医師が必要と認めた場合に実施》

○心電図検査

○眼底検査

○貧血検査（赤血球・血色素数・ヘマトクリット値）

開始時期 平成20年度


